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計画策定にあたって 
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１ 計画策定の背景と趣旨 
 

 
１ 計画策定の背景 

 

清須市（以下「本市」とする。）は、平成 30 年度に「第３期清須市障害者基本計画」を、令和２年

度に「第６期清須市障害福祉計画・第２期清須市障害児福祉計画」を策定し、基本理念である『障

がいのある人もない人も、ともに育み支えあう地域社会の実現』に向け、障害福祉サービスの提

供体制の確保等に取り組んでいます。 

近年の障害福祉の動向として、国では令和３年５月の「障害者差別解消法」の一部改正により、

令和６年４月から民間事業者による“合理的配慮”の提供が義務化されました。また、「障害者に

よる情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律（障害者情報アクセシ

ビリティ・コミュニケーション施策推進法）」では、障がいのある人による情報の取得及び利用・意

思疎通に係る施策を総合的に推進すること等が規定されるなどの動きがみられます。このよう

な中、令和５年３月に国の「障害者基本計画（第５次）」が策定されました。共生社会の実現に向け、

障がいのある人が、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加し、その能力を最大限発揮

して自己実現できるよう支援するとともに、障がいのある人の社会参加を制約する社会的障壁

を除去するため、施策の基本的な方向を定めています。 

以上のように、障害福祉施策をとりまく状況が変化する中で、「第３期清須市障害者基本計画」

及び「第６期清須市障害福祉計画・第２期清須市障害児福祉計画」（以下、「前期計画」という。）が

令和５年度に計画期間が終了することから、前期計画の進捗状況を検証し、国の動向や社会情

勢、障害福祉事業に係るニーズの変化等に対応できるよう、新たに「第４期清須市障害者計画・

第７期清須市障害福祉計画・第３期清須市障害児福祉計画」（以下、「本計画」という。）を策定し

ます。 
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■障害福祉に関する動向（平成 30 年以降） 

年 国の主な法律・制度等 概要 

2018 

（Ｈ30）

年 

障害者基本計画（第４次）の策定  

共生社会の実現に向け、障がいのある人が、自らの決

定に基づき社会のあらゆる活動に参加し、その能力を

最大限発揮して自己実現できるよう支援。 

障害者総合支援法・児童福祉法の

一部改正 

障がいのある人が望む地域生活への支援や障害支援

のニーズの多様化への対応（自立生活援助、就労定着

支援、居宅訪問型児童発達支援の創設）。サービスの質

の確保・向上に向けた環境整備。 

障害者文化芸術推進法の施行 

障がいのある人による文化芸術活動の推進に関する

施策を総合的かつ計画的に推進し、個性と能力の発揮

及び社会参加を促進。地方公共団体に計画策定を努力

義務化。 

2019 

（Ｒ１）年 

読書バリアフリー法の施行 

視覚障がい、発達障がい、肢体不自由等の障がいによ

り、書籍など視覚による表現の認識が困難な方が対

象。視覚障がい者等の読書環境の整備を総合的かつ計

画的に推進。 

障害者雇用促進法の一部改正 

障がいのある人の活躍の場の拡大及び国及び地方公

共団体の雇用状況の把握等。国及び地方公共団体に障

害者活躍推進計画の作成・公表を義務化（「清須市障害

者活躍推進計画」策定）。 

2020 

（R２）年 

高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律の一部改

正 

共生社会の実現に向け、障がいのある人等を含む全て

の人々が互いの個性を尊重しあう移動等の環境を整

備。 

2021 

（Ｒ３）年 

医療的ケア児支援法の施行 

「医療的ケア児」を法律上で明確に定義し、日本の歴史

上、初めて国や地方自治体が医療的ケア児の支援を行

う責務を負うことを明文化。 

障害者差別解消法の一部改正 

事業者に対して社会的障壁の除去に必要かつ合理的

な配慮をすることを義務付けること、国や地方公共団

体の連携協力の責務を追加すること、差別を解消する

ための支援措置を強化すること等を規定。 

2022 

（Ｒ４）年 

障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律

等の一部改正 

障がいのある人等の地域生活や就労の支援の強化等

により、障がいのある人等の希望する生活を実現する

ための措置。 

精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律の一部改正 

精神障がい者の権利擁護を図るものであることを明

確にするとともに、地域生活の支援の強化等により精

神障がい者の希望やニーズに応じた支援体制を整備。 

障害者情報アクセシビリティ・コミ

ュニケーション施策推進法の施行 

障がいのある人による情報の取得利用・意思疎通に係

る施策を総合的に推進し、共生社会の実現を推進。 
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２ 計画策定の趣旨 

           

「第４期清須市障害者計画」は障害者基本法第 11 条第３項に基づく「市町村障害者計画」で、

本市における障がい者施策の基本的な考え方を明らかにし、障がい者施策の総合的な推進を目

指すものです。また、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」第９条第１項

の規定の趣旨も踏まえ策定します。 

また、「第７期清須市障害福祉計画・第３期清須市障害児福祉計画」は、障害者総合支援法第

88 条第１項に基づく「市町村障害福祉計画」及び児童福祉法第 33 条の 20 第１項に基づく「市

町村障害児福祉計画」で、計画期間各年度の障害福祉サービス等の見込み量や提供体制を定め

るものです。なお、障害福祉計画と障害児福祉計画は一体のものとして策定することができる

ため、本市においても、前期計画に引き続き一体のものとして策定します。 
 

■根拠法令・計画の性格 

 障害者計画（第４期） 障害福祉計画（第７期） 障害児福祉計画（第３期） 

根 拠 法 令 
障害者基本法  

第 11 条第３項 

障害者総合支援法  

第 88 条第 1 項 

児童福祉法  

第 33 条の 20 第 1 項 

性 格 

障がい者施策に関する基

本的な事項を定める中長

期的な計画 

障害福祉サービス等の提供

量と提供体制を確保するた

めの計画 

障がい児通所・支援等の提

供量と提供体制を確保す

るための計画 

 
 

２ 計画の期間 

「第４期清須市障害者計画」の計画期間は、令和６年度から令和 11 年度までの６年間、「第７期

清須市障害福祉計画・第３期清須市障害児福祉計画」は令和６年度から令和８年度までの３年間

とします。 

■計画の期間 

R６ R７ R８ R９ R10 R11 

      

第４期清須市障害者計画 

 

第７期清須市障害福祉計画 

第３期清須市障害児福祉計画 

第８期清須市障害福祉計画 

第４期清須市障害児福祉計画 

  

  



5 

 

 

 

３ 計画の位置づけ 

本計画の策定にあたっては、国の「障害者基本計画（第５次）」及び愛知県の「あいち障害者福

祉プラン 2021-2026」等の内容と整合性を図りながら、「清須市第２次総合計画」における福

祉施策の個別計画と位置づけるとともに、「高齢者福祉計画・介護保険事業計画」、「子ども・子

育て支援事業計画」などと調和した計画として策定するものです。 

 

■本計画と他の計画の関係性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画の策定体制 
 

 
１ 実態調査の実施 

（１） アンケート調査の実施（基準日：令和５年８月１日） 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者、障害者福祉金受給者（市独自）、

障害福祉サービス等利用者の計 3,312 人を対象として、清須市の障害福祉を取り巻く環境、

障害福祉サービス利用の現状と課題等を把握するため、郵送・WEB によるアンケート調査を実

施しました。 

清須市第２次総合計画 

清須市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

 
清須市子ども・子育て支援事業計画 

第４期清須市障害者計画 

第７期清須市障害福祉計画 

障害者基本法 

障害者総合支援法 

児童福祉法 

第３期清須市障害児福祉計画 

 【根拠法】 

［県］あいち障害者福祉プラン 

2021-2026 

【国・県の関連計画】 

【市の関連計画】 

清須市健康日本 21 計画 

［国］障害者基本計画（第５次） 
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（２） 関係団体ヒアリング 

障がい者団体などを対象に、サービス利用上の課題や地域で生活していく上での課題等に関

して、ヒアリングを行いました。 

 

（３） 事業所ヒアリング 

障害福祉サービスを提供している事業所などを対象に、障害福祉サービスの実態や課題を把

握するために、ヒアリングを行いました。 

 

（４） 市民ワークショップの実施 

一般市民と当事者団体、ボランティア団体などを対象として、清須市の障害福祉を取り巻く

環境の現状と課題を把握するためのワークショップを行いました。 

 

 

 
２ 清須市保健福祉計画策定委員会 障害者部会の設置 

サービスを利用する障がいのある人をはじめ、事業者、雇用、教育、医療などの幅広い関係者

の意見を反映するため、障がい者団体、支援団体、住民代表、福祉関係者及び学識経験者などの

委員で構成する「清須市保健福祉計画策定委員会」に『障害者部会』を設置し、協議しました。 

 

 

 
３ パブリックコメント 

市民の意見を聴取するため、令和〇年○月○日から○月○日までパブリックコメントを実施し

ました。 
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５ 計画の対象者と用語の使い方 

この計画は、障害者基本法、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく計画であり、法の趣

旨に沿って計画の対象者を第一義的には市内の障がいのある人すべてとします。 

なお、この計画では、特に障がい種別、年齢別の表現が必要な場合や法律上の区分の必要性

がある場合などを除き、総称として“障がい者”を「障がいのある人」、“障がい児”を「障がいのあ

る児童」という表現で統一しています。また、「障害」という言葉が単語あるいは熟語として用い

られ、前後の文脈から「人や人の状態」を表す場合、「害」の字はひらがなで表記します。 

 

■用語の使い方 

用語 定義 

障がい者 

○身体障害者福祉法第４条に規定する「身体障害者」 

○知的障害者福祉法にいう「知的障害者」のうち 18 歳以上の方 

○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条に規定する

「精神障害者」のうち 18 歳以上の方（発達障がいのある人を含

みます。） 

○治療法が確立していない疾病、その他の特殊な疾病であって政

令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める

程度であるものであって 18 歳以上の方 

障がい児 

○児童福祉法第４条第２項に規定する「障害児」 

○身体に障がいのある児童、知的障がいのある児童、精神に障が

いのある児童（発達障がいのある児童を含みます。） 
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第 ２ 章 

障がいのある人の現状と課題 
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１ 障がいのある人等の概況 
 
 
１ 清須市の総人口の推移と推計 

 

本市の令和５年４月１日時点の総人口は 68,936人で、減少傾向で推移しています。年齢３区

分別人口割合をみると、18 歳未満人口は少しずつ減少していますが、18～64 歳人口、65 歳

以上人口の合計割合が少しずつ増加しています。 

 
 

【清須市の人口と高齢化率の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢３区分別総人口割合の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年４月 1 日） 

  

69,029 69,209 69,239 69,133 68,936

23.32 
23.35 

23.40 23.42 23.45 

23.00

23.50

24.00

0

20,000

40,000

60,000

80,000

平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

総人口 65歳以上

（人） （％）

17.4 17.3 17.2 17.2 17.0 

59.3 59.3 59.4 59.4 59.6 

23.3 23.4 23.4 23.4 23.4 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

18歳未満 18～64歳 65歳以上

（％）
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２ 障害者手帳所持者数全体の推移 

 

障害者手帳所持者数全体の推移をみると、年々増加傾向にあり、平成 31 年の 3,038 人か

ら令和５年の 3,270 人へと 232 人の増加となっています。 

各種手帳所持者数を割合でみると、療育手帳所持者と精神障害者保健福祉手帳所持者は増

加傾向、身体障害者手帳所持者は減少傾向にあります。 

 

【障害者手帳所持者数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総合福祉保健システム（各年４月 1 日時点） 

 

 

【障害者手帳所持者の割合の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総合福祉保健システム（各年４月 1 日時点） 

  

1,974 1,986 1,955 1,972 1,956

435 462 458 479 490

629 659 694 768 824

3,038 3,107 3,107 3,219 3,270

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

身体障害者手帳所持者 療育手帳所持者 精神障害者保健福祉手帳所持者 合計

（人）

65.0 63.9 62.9 61.2 59.8

14.3 14.9 14.8 14.9 15.0

20.7 21.2 22.3 23.9 25.2

0

20

40

60

80

100

平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

身体障害者手帳所持者 療育手帳所持者 精神障害者保健福祉手帳所持者

（％）
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３ 身体に障がいのある人の状況 

 

身体障害者手帳所持者数は横ばいで推移しており、令和５年時点では 1,956 人となってい

ます。年齢別でみると、65 歳以上が占める割合が一番高くなっており、18～39 歳の手帳所持

者数では、減少傾向がみられます。 

 

【身体障害者手帳所持者数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総合福祉保健システム（各年４月 1 日時点） 

 

【障がい種別・等級別 身体障害者手帳所持者の内訳】 

単位：人  

障がい種別 視覚障害 聴覚障害 言語障害 肢体不自由 内部障害 

18 歳未満 3 4 0 29 8 

18～64 歳 36 47 4 273 184 

65 歳以上 88 83 15 640 542 

合計 127 134 19 942 734 

 

単位：人  

等級別 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

18 歳未満 19 11 11 2 1 0 

18～64 歳 198 85 113 91 34 23 

65 歳以上 397 172 302 358 63 76 

合計 614 268 426 451 98 99 

資料：総合福祉保健システム（令和５年４月 1 日時点） 

  

45 39 43 44 44122 116 109 98 94

442 458 451 460 450

1,365
1,373 1,352 1,370 1,368

1,974 1,986 1,955 1,972 1,956

0

500

1,000

1,500

2,000

平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

18歳未満 18～39歳 40～64歳 65歳以上 合計

（人）
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４ 知的に障がいのある人の状況 

 

療育手帳所持者数は増加傾向で推移しており、令和５年時点では 490 人となっています。年

齢別でみると、18～39 歳以上が占める割合が一番高くなっておりますが、18 歳未満の手帳所

持者数に最も増加傾向がみられます。 

判定別でみると、平成 31 年から令和５年まで継続して「A 判定」が最も多く、令和５年では

195 人となっています。 

 

【療育手帳所持者数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総合福祉保健システム（各年４月 1 日時点） 

 

【判定別 療育手帳所持者の内訳の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総合福祉保健システム（各年４月 1 日時点） 
  

132 146 148 157 162

169
173 163 170 180

109
118 123

127 124
25

25 24
25 24435

462 458
479 490

0

100

200

300

400

500

平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

18歳未満 18～39歳 40～64歳 65歳以上 合計

（人）

184 177 173
189 195

111
124 129 130 129

140
161 156 160 166

0

50

100

150

200

250

平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

Ａ判定 Ｂ判定 Ｃ判定

（人）
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５ 精神に障がいのある人の状況 

 

精神障害者保健福祉手帳所持者数は増加傾向で推移しており、令和５年時点では 824 人と

なっています。 

自立支援医療（精神通院医療）受給者数も同様に増加傾向にあり、令和５年時点では 1,314

人となっています。 

 

【精神障害者保健福祉手帳所持者数及び自立支援医療（精神通院医療）受給者数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総合福祉保健システム（各年４月 1 日時点） 

 

【等級別 精神障害者保健福祉手帳所持者の内訳の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総合福祉保健システム（各年４月 1 日時点） 

 
  

629 659 694 768 824

1,100
1,229 1,258 1,306 1,314

0

500

1,000

1,500

平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

精神障害者保健福祉手帳所持者数 自立支援医療（精神通院医療）受給者数

（人）

84 81 85 103 110
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0

100

200

300

400

500

600

平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

１級 ２級 ３級

（人）



14 

 
６ 難病等患者数 

 

難病患者数（特定医療費受給者数）は、増減しつつも増加傾向で推移しており、令和５年時点

で 426 人となっています。 

小児慢性特定疾病認定者数も同様に、増減がみられますが、減少傾向で推移し、令和５年時点

で 62 人となっています。 

 

【難病患者数及び小児慢性特定疾病認定者数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：清須保健所 

 

  

369 
389 

425 415 426 

65 61 61 57 62 
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100

200

300

400
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難病患者数（特定医療費受給者数） 小児慢性特定疾病認定者数

（人）
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７ 障がいのある児童の状況 

 

特別支援学校に通う児童・生徒数は、増減しつつも横ばいで推移しており、令和５年時点で小

学部が 29 人、中学部が 11 人、高等部が１人となっています。 

特別支援学級に通う児童・生徒は、増加傾向にあり、令和５年時点で小学校が 98 人、中学校

が 29 人、通級学級が 57 人となっています。 

 

【特別支援学校に通う児童・生徒数と割合の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：清須市教育委員会（各年５月１日時点） 

 

【特別支援学級に通う児童・生徒数と割合の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：清須市教育委員会（各年５月１日時点）  
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（人）



16 

２ 障がいのある人へのアンケート調査 
 

 
１ 調査概要 

 

本計画の策定にあたり、障害福祉に関する現状や課題、今後の意向を把握し計画策定に活か

すため、障害者手帳をお持ちの方及び障害福祉サービスなどを利用されている方を対象にアン

ケート調査を実施しました。 

 

調査期間 令和５年８月 22日～９月４日 （調査基準日：令和５年８月１日） 

調査対象者 
市内にお住いの障害者手帳をお持ちの方及び障害福祉サービスなどを

利用されている方 

調査票の配布・回収 郵送配付、郵送回収またはＷＥＢ回答 

配布数 3,312件 回収数 1,494件（回答率：45.1％） 

 

 

 
２ グラフ等をみる際の留意点 

 

〇図表中の「N 数（number of case）」は集計対象者総数（あるいは回答者限定設問の限定条

件に該当する人）を示しています。 

 

〇グラフの中の「％」は、小数点第２位を四捨五入しているため、単数回答の設問（1 つだけに〇

をつけるもの）であっても合計が 100.0％にならない場合があります。 

 

〇図表中において、「不明・無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答の判別が

著しく困難なものです。 
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３ 調査結果 

■ 調査対象者の障害者手帳別・年齢別の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 生活環境 

現在の暮らしについて 

現在の暮らしについては、「家族と暮らしている」が 72.8％と最も多くなっています。 

障がい別でみると、いずれの障がいにおいても「家族と暮らしている」が約７割を占めていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1 

3.1 

32.8 

5.3 

78.3 

12.7 

4.5 

38.4 

23.8 

9.6 

25.4 

21.4 

24.2 

48.9 

7.2 

47.3 

70.1 

3.0 

20.7 

4.8 

3.5 

0.9 

1.5 

1.3 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

当事者全体（n=1,494)

身体障害者手帳

所持者（n=897)

療育手帳所持者

（n=198)

精神障害者保健福祉

手帳所持者（n=319)

持っていない

（n=83)

手帳別

18歳未満 18～39歳 40～64歳 65歳以上 不明・無回答

14.1 

16.1 

4.0 

16.9 

3.6 

72.8 

71.9 

81.3 

66.8 

91.6 

1.9 

0.7 

6.6 

3.1 

2.4 

3.8 

4.3 

4.0 

2.8 

1.2 

2.1 

1.8 

0.5 

3.8 

0.0 

2.0 

1.8 

1.0 

3.1 

0.0 

3.3 

3.5 

2.5 

3.4 

1.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

当事者全体（n=1,494)

身体障害者手帳

所持者（n=897)

療育手帳所持者

（n=198)

精神障害者保健福祉

手帳所持者（n=319)

持っていない

（n=83)

手帳別

一人で暮らしている

家族と暮らしている

グループホームで暮らしている

福祉施設（障害者支援施設、高齢者支援施設）で暮らしている

病院に入院している

その他

不明・無回答
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将来住みたい、暮らしたい生活の場 

将来住みたい、暮らしたい生活の場については、「自宅」が 76.7％と最も多くなっています。 

障がい別でみると、いずれの障がいにおいても「自宅」が５割以上を占めています。また、療育

手帳所持者においては「グループホーム」が 23.2％となっており、その他の手帳所持者等に比

べて多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 日常生活 
平日の主な過ごし方 

平日の主な過ごし方については、「自宅で過ごしている」が 27.3％と最も多く、次いで「会社

勤めや、自営業、家業等で収入を得る仕事をしている」が 19.1％、「専業主婦（主夫）をしている」

が 8.7％となっています。 
 

■平日の主な過ごし方（上位３位） 

 

全体(n=1,494) 
身体障害者手帳

所持者(n=897) 

療育手帳所持者 

(n=198) 

精神障害者保健

福祉手帳所持者 

(n=319) 

持っていない 

(n=83) 

１ 
自宅で過ごして

いる(27.3％) 

自宅で過ごしてい

る(35.3％) 

作業所等に通って

いる（就労継続支

援Ａ型・Ｂ型も含

む）(27.8％) 

自宅で過ごしてい

る(24.8％) 

一般の小・中学

校、高等学校に通

っている(53.0％) 

２ 

会社勤めや、自

営業、家業等で

収入を得る仕

事をしている 

(19.1％) 

会社勤めや、自営

業、家業等で収入

を得る仕事をして

いる(18.4％) 

会社勤めや、自営

業、家業等で収入

を得る仕事をして

いる(16.7％) 

会社勤めや、自営

業、家業等で収入

を得る仕事をして

いる(24.1％) 

こ ど も 園 、 幼稚

園、保育所（園）、

障害児通園施設

等に通っている

(20.5％) 

３ 

専業主婦 （主

夫）をしている

(8.7％) 

専業主婦（主夫）

をしている(11.6％) 

一般の小・中学

校、高等学校に通

っている(12.1％) 

作業所等に通って

いる（就労継続支

援Ａ型・Ｂ型も含

む）(11.6％) 

会社勤めや、自営

業、家業等で収入

を得る仕事をして

いる(4.8％) 

自宅で過ごしてい

る(4.8％) 

76.7 

79.5 

53.0 

75.5 

92.8 

5.0 

2.2 

23.2 

3.8 

1.2 

9.0 

9.9 

11.6 

9.1 

0.0 

1.7 

1.7 

0.5 

2.2 

1.2 

1.7 

1.0 

4.0 

3.8 

2.4 

6.0 

5.7 

7.6 

5.6 

2.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

当事者全体（n=1,494)

身体障害者手帳

所持者（n=897)

療育手帳所持者

（n=198)

精神障害者保健福祉

手帳所持者（n=319)

持っていない

（n=83)

手帳別

自宅 グループホーム

福祉施設（障害者支援施設、高齢者支援施設） 病院

その他 不明・無回答
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（３） 障がいのある人の支援 

地域で生活するための支援 

地域で生活するための支援については、「経済的な負担の軽減」が 46.7％と最も多く、次い

で「必要な在宅サービスが適切に利用できること」が 36.4％、「緊急時の施設での受入れ体制

の充実」が 35.6％となっています。 
 

■地域で生活するための支援（上位３位） 

 

全体(n=1,494) 
身体障害者手帳

所持者(n=897) 

療育手帳所持者 

(n=198) 

精神障害者保健

福祉手帳所持者 

(n=319) 

持っていない 

(n=83) 

１ 
経済的な負担

の軽減(46.7％) 

在宅で医療ケアな

どが適切に受けら

れること(43.9％) 

経済的な負担の

軽減(50.0％) 

経済的な負担の

軽減(58.9％) 

経済的な負担の

軽減(63.9％) 

２ 

必要な在宅サ

ービスが適切に

利用できること

(36.4％) 

経済的な負担の

軽減(40.4％) 

障がい者に適した

住居の確保 

(48.5％) 

相談対応等の充

実(40.4％) 

相談対応等の充

実(53.0％) 

３ 

緊急時の施設

での受入れ体

制の充実 

(35.6％) 

必要な在宅サービ

スが適切に利用で

きること(38.6％) 

緊急時の施設で

の受入れ体制の

充実(44.9％) 

必要な在宅サービ

スが適切に利用で

きること(32.3％) 

生活訓練等の充

実(37.3％) 

 

障がいのある人への就労支援 

障がいのある人への就労支援については、「職場の障がい者への理解」が 37.8％と最も多く、

次いで「職場の上司や同僚の障がいに対する理解」が 33.3％、「短時間勤務や勤務日数等の配

慮」が 25.0％となっています。 
 

■障がいのある人への就労支援（上位３位） 

 

全体(n=1,494) 
身体障害者手帳

所持者(n=897) 

療育手帳所持者 

(n=198) 

精神障害者保健

福祉手帳所持者 

(n=319) 

持っていない 

(n=83) 

１ 

職場の障がい

者への理解 

(37.8％) 

職場の障がい者

への理解 

(28.0％) 

職場の障がい者

への理解 

(54.0％) 

職場の上司や同

僚の障がいに対

する理解(51.4％) 

職場の障がい者

への理解 

(62.7％) 

２ 

職場の上司や

同僚の障がい

に対する理解

(33.3％) 

職場の上司や同

僚の障がいに対

する理解(21.7％) 

職場の上司や同

僚の障がいに対

する理解(46.0％) 

職場の障がい者

への理解 

(50.8％) 

職場の上司や同

僚の障がいに対

する理解(59.0％) 

３ 

短時間勤務や

勤務日数等の

配慮(25.0％) 

短時間勤務や勤

務日数等の配慮

(19.0％) 

通勤手段の確保

(32.8％) 

就労後のフォロー

など職場と支援機

関の連携(32.8％) 

短時間勤務や勤

務日数等の配慮

(41.7％) 

就労後のフォロー

など職場と支援機

関の連携(43.4％) 
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（４） 外出 

外出する時に困ること 

外出する時に困ることについては、「困った時にどうすればいいのかが心配」が 19.8％と最

も多く、次いで「道路や駅に階段や段差が多い」が 19.6％、「外出にお金がかかる」が 15.7％と

なっています。 
 

■外出する時に困ること（上位３位） 

 

全体(n=1,329) 
身体障害者手帳

所持者(n=787) 

療育手帳所持者 

(n=184) 

精神障害者保健

福祉手帳所持者 

(n=292) 

持っていない 

(n=82) 

１ 

困った時にどう

すればいいの

かが心配 

(19.8％) 

道路や駅に階段

や段差が多い 

(26.7％) 

困った時にどうす

ればいいのかが

心配(43.5％) 

外出にお金がか

かる(33.6％) 

困った時にどうす

ればいいのかが

心配(39.0％) 

２ 

道路や駅に階

段や段差が多

い(19.6％) 

電車やバスの乗り

降りが困難 

(15.0％) 

周囲の目が気に

なる(19.6％) 

発作など突然の

身体の変化が心

配(25.3％) 

公共交通機関が

少ない（又は、な

い）(15.9％) 

周囲の目が気に

なる(15.9％) 

３ 
外出にお金が

かかる(15.7％) 

外出先の建物の

設備が不便（通

路、トイレ、エレベ

ーターなど） 

(14.6％) 

電車やバスの乗り

降りが困難 

(14.1％) 

困った時にどうす

ればいいのかが

心配(25.0％) 

外出にお金がか

かる(11.0％) 

その他(11.0％) 

※月に１日以上外出すると答えた方のみ 
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（５） 現在の悩みや相談先 

悩んでいること・相談したいこと 

現在悩んでいることや相談したいことについては、「自分の健康や治療のこと」が 27.8％と

最も多く、次いで「特にない」が 26.0％、「生活費など経済的なこと」が 22.8％となっています。 
 

■悩んでいること・相談したいこと（上位３位） 

 

全体(n=1,494) 
身体障害者手帳

所持者(n=897) 

療育手帳所持者 

(n=198) 

精神障害者保健

福祉手帳所持者 

(n=319) 

持っていない 

(n=83) 

１ 

自分の健康や

治療のこと 

(27.8％) 

特にない(30.0％) 
緊急時や災害時

のこと(25.3％) 

生活費など経済

的なこと(48.0％) 

就学や進学のこと

(54.2％) 

２ 
特にない 

(26.0％) 

自分の健康や治

療のこと(25.5％) 
特にない(23.2％) 

自分の健康や治

療のこと(46.7％) 
特にない(21.7％) 

３ 

生活費など経

済的なこと 

(22.8％) 

生活費など経済

的なこと(17.2％) 

自分の健康や治

療のこと(19.7％) 

仕事や就職のこと

(31.7％) 

仕事や就職のこと

(18.1％) 

 

 

悩みや困ったことの相談先 

普段、悩んだことや困ったことの相談先については、「家族や親せき」が 63.7％と最も多く、

次いで「友人・知人」が 22.2％、「かかりつけの医師や看護師」が 20.4％となっています。 
 

■悩みや困ったことの相談先（上位３位） 

 

全体(n=1,494) 
身体障害者手帳

所持者(n=897) 

療育手帳所持者 

(n=198) 

精神障害者保健

福祉手帳所持者 

(n=319) 

持っていない 

(n=83) 

１ 
家族や親せき

(63.7％) 

家 族 や 親 せ き

(62.9％) 

家 族 や 親 せ き

(67.2％) 

家 族 や 親 せ き

(59.9％) 

家 族 や 親 せ き

(75.9％) 

２ 
友人・知人 

(22.2％) 

友人・知人 

(22.6％) 

ホームヘルパーな

どサービス事業所

の人(21.7％) 

かかりつけの医師

や看護師(34.2％) 

学校などの教職

員(26.5％) 

３ 

かかりつけの医

師 や 看 護 師

(20.4％) 

かかりつけの医師

や看護師(18.5％) 

かかりつけの医師

や看護師(15.2％) 

友人・知人 

(23.5％) 

友人・知人 

(22.9％) 
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（６） 災害時の対応 

災害が発生したとき一人で避難できるか 

災害時に一人で避難できるかについては、「できない」が 34.3％と最も多く、次いで「できる」

が 34.2％、「わからない」が 21.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時に困ること 

災害時に困ることについては、「投薬や治療が受けられない」が 42.7％と最も多く、次いで

「避難場所の設備（トイレなど）や生活環境が不安」が 41.8％、「安全なところまで、迅速に避難

することができない」が 36.8％となっています。 
 

■災害時に困ること（上位３位） 

 

全体(n=1,494) 
身体障害者手帳

所持者(n=897) 

療育手帳所持者 

(n=198) 

精神障害者保健

福祉手帳所持者 

(n=319) 

持っていない 

(n=83) 

１ 

投薬や治療が

受けられない

(42.7％) 

投薬や治療が受

け ら れ な い

(44.1％) 

安全なところまで、

迅速に避難するこ

と が で き な い

(53.0％) 

投薬や治療が受

け ら れ な い

(57.7％) 

集団での生活が

困難（パニックに

陥るなど）(38.6％) 

２ 

避難場所の設

備（トイレなど）

や生活環境が

不安(41.8％) 

避難場所の設備

（トイレなど）や生

活 環 境 が 不 安

(41.9％) 

周囲とコミュニケ

ーションがとれな

い(50.0％) 

避難場所の設備

（トイレなど）や生

活 環 境 が 不 安

(45.8％) 

避難場所の設備

（トイレなど）や生

活 環 境 が 不 安

(33.7％) 

３ 

安全なところま

で、迅速に避難

することができ

ない(36.8％) 

安全なところまで、

迅速に避難するこ

と が で き な い

(40.5％) 

避難場所の設備

（トイレなど）や生

活 環 境 が 不 安

(47.0％) 

集団での生活が

困難（パニックに

陥るなど）(42.0％) 

安全なところまで、

迅速に避難するこ

と が で き な い

(28.9％) 

 

  

34.2 

36.9 

14.1 

36.7 

26.5 

34.3 

34.7 

62.6 

22.6 

38.6 

21.1 

16.8 

17.2 

33.2 

31.3 

10.4 

11.6 

6.1 

7.5 

3.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

当事者全体（n=1,494)

身体障害者手帳

所持者（n=897)

療育手帳所持者

（n=198)

精神障害者保健福祉

手帳所持者（n=319)

持っていない

（n=83)

手帳別

できる できない わからない 不明・無回答
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（７） 権利擁護・障がい者差別解消 

障がいによる差別の経験 

障がいがあることで差別や嫌な思いをする（した）ことがあるかについては、『ある（ある、少し

ある）』が 39.9％、「ない」が 47.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

差別や嫌な思いをする（した）場面 

差別や嫌な思いをする（した）場面については、「学校・仕事場」が 42.7％と最も多く、次いで

「外出中」が 39.5％、「病院などの医療機関」が 19.1％となっています。 
 

■差別や嫌な思いをする（した）場面（上位３位） 

 

全体(n=597) 
身体障害者手帳

所持者(n=270) 

療育手帳所持者 

(n=123) 

精神障害者保健

福祉手帳所持者 

(n=183) 

持っていない 

(n=41) 

１ 
学校 ・仕事場

(42.7％) 
外出中(48.9％) 外出中(47.2％) 

学 校 ・ 仕 事 場

(51.4％) 

学 校 ・ 仕 事 場

(82.9％) 

２ 外出中(39.5％) 
学 校 ・ 仕 事 場

(30.0％) 

学 校 ・ 仕 事 場

(40.7％) 

家族・知人・親せ

き(32.8％) 
外出中(17.1％) 

３ 
病院などの医

療機関(19.1％) 

病院などの医療

機関(20.7％) 

病院などの医療

機関(20.3％) 

余暇を楽しむとき

(20.3％) 

仕事を探すとき

(30.6％) 

家族・知人・親せ

き(14.6％) 

※障がいがあることによる差別の経験がある方のみ 

 

18.7 

11.9 

35.4 

30.7 

21.7 

21.2 

18.2 

26.8 

26.6 

27.7 

47.1 

56.1 

26.8 

33.9 

42.2 

12.9 

13.8 

11.1 

8.8 

8.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

当事者全体（n=1,494)

身体障害者手帳

所持者（n=897)

療育手帳所持者

（n=198)

精神障害者保健福祉

手帳所持者（n=319)

持っていない

（n=83)

手帳別

ある 少しある ない 不明・無回答
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（８） 障害福祉サービス・福祉政策 

サービスの利用で困っていること 

障害福祉サービスの利用で困っていることについては、「特に困っていることはない」が

42.5％と最も多く、次いで「サービスに関する情報が少ない、入手しにくい」が 34.9％、「サー

ビス利用のための申請や手続が難しい、面倒」が 23.6％となっています。 
 

■サービスの利用で困っていること（上位３位） 

 

全体(n=656) 
身体障害者手帳

所持者(n=298) 

療育手帳所持者 

(n=138) 

精神障害者保健

福祉手帳所持者 

(n=171) 

持っていない 

(n=71) 

１ 

特に困っている

こ と は な い

(42.5％) 

特に困っているこ

とはない(51.7％) 

特に困っているこ

とはない(37.7％) 

サービスに関する

情報が少ない、入

手しにくい(39.2％) 

サービスに関する

情報が少ない、入

手しにくい(49.3％) 

２ 

サービスに関す

る情報が少な

い、入手しにく

い(34.9％) 

サービスに関する

情報が少ない、入

手しにくい(30.9％) 

サービスに関する

情報が少ない、入

手しにくい(29.7％) 

特に困っているこ

とはない(34.5％) 

特に困っているこ

とはない(33.8％) 

３ 

サービス利用

のための申請

や手続が難し

い、面倒 

(23.6％) 

サービス利用のた

めの申請や手続

が難しい、面倒

(19.8％) 

サービス利用のた

めの申請や手続

が難しい、面倒

(26.1％) 

サービス利用のた

めの申請や手続

が難しい、面倒

(28.7％) 

サービス利用のた

めの申請や手続

が難しい、面倒

(19.7％) 

※不明・無回答を除く 
 

（９） 介助者の方について 

介助する上での悩みや問題 

介助者が介助する上での悩みや問題については、「将来自分が介助できなくなることに対す

る不安」が 38.1％と最も多く、次いで「精神的に疲れる」が 34.1％、「体力的にきつい」が

23.6％となっています。 
 

■介助する上での悩みや問題（上位３位） 

 

全体(n=967) 
身体障害者手帳

所持者(n=550) 

療育手帳所持者 

(n=171) 

精神障害者保健

福祉手帳所持者 

(n=192) 

持っていない 

(n=72) 

１ 

将来自分が介

助できなくなる

ことに対する不

安(38.1％) 

将来自分が介助で

きなくなることに対

する不安(31.5％) 

将来自分が介助で

きなくなることに対

する不安(60.8％) 

精神的に疲れる

(45.3％) 

将来自分が介助で

きなくなることに対

する不安(44.4％) 

精神的に疲れる

(44.4％) 

２ 
精神的に疲れ

る(34.1％) 

精神的に疲れる

(27.3％) 

精神的に疲れる

(42.7％) 

将来自分が介助で

きなくなることに対

する不安(42.7％) 

特にない(23.6％) 

３ 
体力的にきつい

(23.6％) 

体力的にきつい

(24.2％) 

体力的にきつい

(31.6％) 

他に介助者がい

ない(26.6％) 

家事や他の家族

の世話などが十分

にできない(20.8％) 

※介助者の回答があった方のみ 
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（10） 教育・就学について（障がい児） 

就学環境の希望 

就学環境の希望については、「地域の学校で、他の児童・生徒と同じ環境の中で障がいに応じ

たサポートを受けながら教育を受けられる環境」が 47.6％と最も多く、次いで「地域の学校の

特別支援学級で、障がいに応じたサポートを受けながら教育を受けられる環境」が 22.3％、「特

別支援学校で、障がいに応じた専門的なサポートを受けながら教育を受けられる環境」が

11.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※18歳未満の方のみ 

  

47.6 

39.3 

29.2 

41.2 

64.6 

22.3 

3.6 

30.8 

29.4 

18.5 

11.4 

35.7 

23.1 

0.0 

1.5 

3.6 

7.1 

4.6 

0.0 

4.6 

10.8 

3.6 

12.3 

23.5 

7.7 

4.2 

10.7 

0.0 

5.9 

3.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

当事者全体（n=166)

身体障害者手帳

所持者（n=28)

療育手帳所持者

（n=65)

精神障害者保健福祉

手帳所持者（n=17)

持っていない

（n=65)

手帳別

地域の学校で、他の児童・生徒と同じ環境の中で障がいに応じたサポートを受けながら教育を受けられる環境

地域の学校の特別支援学級で、障がいに応じたサポートを受けながら教育を受けられる環境

特別支援学校で、障がいに応じた専門的なサポートを受けながら教育を受けられる環境

その他

わからない

不明・無回答
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３ 関係団体・事業所ヒアリング 
 

 
１ 実施概要 

 

本計画の策定にあたり、当事者や支援者により近い視点から障害福祉に関する現状や課題な

どを把握し、施策検討、計画策定に活かすため、障害福祉サービス等事業所及び障がい当事者

団体や障がい児者の保護者団体などの障害福祉関係団体を対象にヒアリング調査を実施しまし

た。 

 

調査期間 令和５年８月２日～８月 31日 

対象団体 ５団体、26事業所 

調査手法 
〇ヒアリングシートの配布、回収 

〇一部関係団体は、シートに加えて対面での聞き取り実施 

 

 

 
２ 調査結果 

（１） 団体活動について  ※団体のみへの設問 

団体が活動するにあたっての現在の課題について、「新規メンバーの加入が少ない」「メンバ

ーに世代などの偏りがある」がともに４件ずつと最も多く、次いで「活動がマンネリ化している」

が２件となっています。ほとんどの団体において、新規メンバーの加入が少ないこと、世代に偏

りがあることが課題となっています。 

 

■現在の活動上の課題 

選択肢 件数 

新規メンバーの加入が少ない ４件 

メンバーに世代などの偏りがある ４件 

活動がマンネリ化している ２件 

役員のなり手がいない １件 

会議や活動の場所の確保に苦労する １件 

他の団体と交流する機会が乏しい １件 
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（２） 事業所の運営について  ※事業所のみへの設問 

事業所が、円滑な事業運営を進めていく上で問題を感じることは、「従事者の確保が難しい」

が 76.9％と最も高く、次いで「利用者の確保が難しい」「事務作業量が多い」がそれぞれ 7.7％

となっています。現行計画から引き続き、人材の確保が多くの事業所の課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後、清須市における障害福祉サービス等事業所の新規参入や定員の拡充などを促進するた

めに、行政として必要なことは、「サービスを利用する障害者数の今後の見込みに関する情報の

提供」が 46.2％と最も高く、次いで「サービス展開のための土地・建物に関する支援や情報の

提供」が 30.8％ 、「新たな職員の確保に関する支援や情報の提供」が 11.5％となっています。 

 

  

76.9 

7.7 

7.7 

0.0 

0.0 

3.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.8 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

従事者の確保が難しい

利用者の確保が難しい

事務作業量が多い

施設・設備の改善が難しい

必要な情報の入手に支障がある

従事者の資質向上を図ることが難しい

利用者に提供する作業内容の確保充実が難しい

利用者や家族の制度に対する理解が進んでいない

県庁や市町村等と連携をとることが難しい

他の事業所と連携をとることが難しい

特にない

その他

不明・無回答
事業所（n=30)

46.2 

30.8 

11.5 

7.7 

0.0 

0.0 

3.8 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

サービスを利用する障害者数の今後の見込みに

関する情報の提供

サービス展開のための土地・建物に関する支援や

情報の提供

新たな職員の確保に関する支援や情報の提供

各種障害特性に対応できる職員の育成に関する支援

や情報の提供

参入資金の調達の支援や情報の提供

特にない

その他

不明・無回答
事業所（n=26)
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（３） 重点的に取り組むべき課題や不足しているサービスについて 

・グループホームやショートステイ、入所施設の不足が挙げられていますが、同時に職員の不足、

資金面の負担の課題も挙げられており、行政への支援が求められています。 

・その他のサービスについては、移動支援、相談支援、日中一時支援などが不足していると挙げ

られています。 

・障がいのある人の就労支援については、安定した仕事がないため、企業や公共事業等から仕事

を卸す仕組みづくりが求められています。 

・障がい児支援については、加配や医療的ケア児の受け入れについてが課題として挙げられて

います。 

・その他、障がいのある人やその家族の高齢化に伴う親亡きあとの心配などの意見もみられま

す。 

・障がいのある人への差別や受け入れ拒否などから、安心して生活できない方もいるため、地域

における理解促進が必要です。 

 

（４） 分野別の課題、今後必要なサービスについて 

【① 保健・医療について】 

・高齢者宅へのケアマネ訪問の際の必要に応じた手話通訳の利用、精神疾患のあるサービス利

用者の状況把握、自宅から相談・診療を受けられるサービスなどが求められており、他機関や

他団体との連携が必要とされています。 

・障がいのある子どもについて、早期発見・早期治療や、それぞれにあった保健指導、療育の質、

発達相談の場の充実なども求められています。 

 

【➁ 生活環境の整備・生活支援サービスについて】 

・親亡きあとを考えたグループホームの開設や、高校卒業後のサービスの充実が求められていま

す。 

・移動については、施設や駅などのバリアフリー化、あしがるバスの利用条件などの課題が挙げ

られています。 

 

【③ 相談・情報提供について】 

・相談事業所を始めとして、手話スタッフや相談員、専門員等が不足している状況があります。 

・相談支援に関しては、相談員の専門性、相談時の対応、事業所間での情報交換、学校との連携

不足などが課題として挙げられています。 

 

【④ すまい・住宅の確保について】 

・グループホームは増えつつあるものの、開設するための住宅の確保が困難であることが挙げら

れています。 
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【⑤ 雇用・就労について】 

・就労支援については、どこにどのような仕事があるのかをサポートセンターで正しく把握して

おくことや、企業への障がい者雇用の働きかけ、一般企業との連携などが求められています。 

・障がいのある人の雇用環境については、再雇用の仕組みの構築や、賃金の見直し、交通手段の

少なさなどが課題として挙げられています。 

・また、障がいのある方の一般就労の少なさも課題として挙げられており、一般就労に向けた支

援・環境整備も求められています。 

 

【⑥ まちづくり・災害時の支援について】 

・まちづくりについて、あしがるバスのルートや時刻の見直し、屋根付きの障がい者用駐車場の

増設などが求められています。 

・災害時の支援について、避難所での障がいのある人の受け入れ、支援が必要な方の要援護者

登録の必要性、障がいのある方の避難所での情報取得方法が問題視されており、日ごろから

の防災訓練が重要といった意見もみられます。 

 

【⑦ 障がいへの理解と交流について】 

・障がいへの理解については、学校内での福祉実践教室やインクルーシブ教育、支援学級と通常

学級との交流などを通した小中学生、高校生への理解を高める場や、町内での清掃活動や行

事、学生ボランティアの受け入れなどによる地域での理解促進が求められています。 

・また、教育現場の体制として、先生たちの障がいへの理解や、保育園の加配制度、小中学校の

特別支援教育支援員設置などが課題として挙げられています。 

 

【⑧ 教育・保育について】 

・充実してきたという声も挙がっていますが、一方で医療的ケア児の支援や、一人ひとりに合っ

た療育、加配職員、図書館司書の配置などが求められています。 

・支援のための費用、教育現場での障がい理解や専門性などが課題として挙げられています。 

 

【⑨ 生涯学習活動（スポーツ・文化芸術活動）について】 

・現状では、防災学習会やデフリンピックなどの活動を行っている団体があり、既存の活動の周

知・啓発・参加促進が求められています。 

・障がいに関わらず受け入れ可能な活動と、広報等での積極的な募集案内、ピアサポートの促進

や、はるひ美術館との協働発信、スペシャルオリンピックスの活動への参加機会の創出などが

求められています。 

 

【⑩ 地域福祉の推進について】 

・地域福祉の推進にむけて、市と関係団体、関係団体同士の連携が必要です。 

・障がいのある方やその家族と団体の交流の場、福祉ボランティア団体の活動内容を紹介する

冊子の作成・配布などを求める声も挙がっています。  
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４ 市民ワークショップ 
 

 
１ 実施概要 

（１） ワークショップの目的 

市民ワークショップは、本計画の策定にあたり、清須市の一般市民・当事者両方の視点から障

がいのある人の現状と課題を明確にし、全ての人がともに支えあいながら暮らすことのできる

まちづくりのための、地域での具体的な取り組みアイデアを立案することを目的に実施しました。 

 

（２） 市民ワークショップの概要 

日時・場所 

〇令和５年９月 21日（木） 

〇９：００～１１：００ 

〇清須市役所 

テーマ 
〇清須市の障害福祉に関して「良いところ」と「困りごと」 

〇「困りごと」を解決するための具体的な取り組み 

参加者 11人 

 

（３） ワークショップの進め方 

ワークショップは、以下の手順で、２つのステップに分けて意見交換を行いました。 

STEP１ 

〇参加者の方が普段の生活や活動の中で感じている、障がいに関して、ま

ちの「良いところ」と「困りごと」をリストアップする 

〇リストアップした項目をカテゴリ分けする 

STEP２ 
〇STEP１で分けたカテゴリに対して、それぞれ「良いところ」を踏まえた上で

「困りごと」を改善するために具体的に必要な取り組みを考える 
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２ 結果 

 

各グループでの話し合った「良いところ」と「困りごと」、「改善のために具体的に必要な取り組

み」の結果は以下の通りです。グループ同士の意見共有の際に、同意が多かった意見について

は、網掛けをしています。 

 

【A グループ】 

 

  

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

良いところ 

・ボランティアグループが発達している 

・手話通訳などがつくイベントが少しずつ増えている 

・ボランティア主催のイベント講演会がある 

・障がい者がイベントにボランティアとして参加している 

・親仲間のつながりがある 

改善のために具体的に必要な取り組み 

・ボランティアの幅広い周知（紙ではなく駅などのデジタルサイネージ） 

・ボランティアの力を活かして行政と一緒にイベントを実施し、啓発する 

・ボランティアの支援として全て任せず、人やお金を支援してもらえるよう要望する 

・障がいのある方も積極的に参加できる環境づくりをする 

・市も巻き込むように、もっと活発に活動する 

児
童 

良いところ 困りごと 

・児童に対する事業所が増えた 

・児童施設が増えた 

・支援学級の受け入れ数が増えた 

・福祉サービス事業所の送迎 

・保育園に加配がない 

・特別支援学校が遠い（知的） 

・障がい児の就園就学相談の窓口がわからない 

・こどもの相談窓口がわからない 

改善のために具体的に必要な取り組み 

・保育士の養成 

・地域で障がい児が育てられるよう、公立保育園が積極的に受け入れる 

・児童発達支援センターをつくり、気軽に身近で相談できるようにする 

・相談窓口を周知する 

・学校教育において発達障がいの子のみならず、グレーゾーンの子どもにも対策をする 

・市の教育相談センターをつくる 

・市立の特別支援学校をつくる 
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市
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
連
携 

困りごと 

・愛知医療短大との連携体制 

・災害時の支援についての認識不足 

・福祉避難所があるがすぐに行くことができない 

・支援者名簿を町内会のみならず、心身障会にも知らせてほしい 

・８０５０の障がい者のいる家庭への支援が不足している 

改善のために具体的に必要な取り組み 

・障がい者との交流の場を設置し、行事を実施する 

施
設
サ
ー
ビ
ス 

困りごと 

・障がい児が安心して遊べる場が少ない 

・総合福祉センターの子どもの遊び場が、閉鎖されているに等しい状態 

・重度の方のグループホームがない 

・就労支援 A型が突然なくなった 

・障がい児に関する市役所窓口が、子育て課と福祉課に分かれている 

・強度行動障がいに対応できるグループホーム、入所施設がない 

・行動援護の事業所がない 

・足りていない障害福祉サービスがある（児発センターや移動支援） 

・軽い障がいの方の対応・年金などの支援がない 

改善のために具体的に必要な取り組み 

・総合福祉センターを障がい児と健常児が気軽に遊びに来れるような環境にする 

・必要な人数を洗い出し、施設を開拓する 

・グループホーム（重度の方）を増やす 

・施設職員のスキル向上とチェック体制整備（虐待・経営ストップがないように） 

・市や事業所における人材育成のための講習・研修会実施 

・就労支援 A・Bを増やす 

・市役所課内で共通理解するための会議を密に実施する 

バ
リ
ア
フ
リ
ー 

良いところ 困りごと 

・車いすが多く設置されてきた 

・市営のところには障がい者のパーキングがあ

る 

・名鉄電車が協力的（須ケ口） 

・オストメイトトイレ設置でのお湯の使用ができな

い場所がある 

・新清洲駅がバリアフリーでない 

・駅など電車遅延があったときの電光掲示板が

ない 

・車いすでの走行時の避難経路 

改善のために具体的に必要な取り組み 

・公共施設のバリアフリー（特にトイレ） 

・清洲駅のリニューアル化 

・電車遅延などの電子案内（英語、中国語） 
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人
材
育
成
、
啓
発 

良いところ 困りごと 

・小学校への理解がある 

・福祉実践教育の積極的な実施 

・障がい者に対しての理解が少しずつ高まって

いる 

・成年後見センターができた 

・手話のできる人が少ない 

・ヘルプマークについて小中学校での福祉実践

教育 

・医療関係者の障がいに対する理解が足りない 

・支援員が少ない 

・老人施設等で聞こえない人を受け入れる体制

の整備が不十分 

・聴覚障がい者専用の介護施設がない 

・手話通訳のできる介護職員の養成 

・ヘルプマークの啓発が少ない 

改善のために具体的に必要な取り組み 

・中学進学後に不登校が増えないよう、発達障がいなどを調べる対策をする 

・ヘルパー資格の条件等、介護施設職員へ教育する 

・ヘルプマークなどについて、駅・電車内の電子案内板で周知する 

・駅などにデジタルサイネージで周知する 

・防災訓練に障がい者が参加できるよう、地域の人の理解のための啓発に取り組む 

・小中学生に対する福祉教育に知的・発達障がいの内容を充実させる 

・手話言語条例を制定する 
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【B グループ】 

 

  

福
祉
サ
ー
ビ
ス 

困りごと 

・相談支援事業所が少ない  ・福祉サービスの情報が少ない 

・グループホームがない  ・支援団体の情報が届きにくい 

・毎日の通訳設置の時間が不明確 ・事業所の質 

・ショートステイ利用の際、作業所や介護事業所のヘルパーではなく、家族のつきそいが必ず必要

なこと 

・要約筆記の派遣の際、パソコン、プロジェクターを市が貸し出していないため、県センターへ取りに

行っている 

改善のために具体的に必要な取り組み 

・福祉サービス事業所との会議・交流機会 

・通訳設置を毎日９：00～17：00 とする 

・グループホーム、行政がもっている土地や建物を、民間で運営し、活用する 

・福祉サービスの内容の周知 

・職員を増やし、給料を上げる 

・清須市にグループホームをつくる 

・３歳児健診で、サービスや団体の紹介の場を設置 

学
校 

良いところ 困りごと 

・タブレット学習が少しずつ進んでいる 

・一人ひとりに合わせた指導 

・感覚過敏、HSCなどでクラスにいることが苦し

い子どもが、安心できる場所・時間の確保が難

しい 

・不登校だと通知表が「１」になる学校がある 

・宿題が一般向けと同じ（漢字を何回も書くなど） 

・かかわりが良くない学校がある 

・生まれつきの困難さは子ども自身で気づきにく

いが、先生の負担が大きく学ぶ時間がない 

・教育の場での知識が少ない 

改善のために具体的に必要な取り組み 

・学校と福祉事業所との会議・交流機会  ・補助員を増やす（特別支援員など） 

・図書館の活用    ・タブレットでの自宅学習 

・職員を増やし、給料を上げる   ・一人ひとりに合わせた塾 
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行
政 

良いところ 困りごと 

・通訳設置の日にちが前より増えた 

・相談支援の努力 

・ガソリン使用で助成金を１年分まとめて申告で

きるようにしてほしい 

・登録（ダウンロード）して利用する防災情報が

分かりにくい 

・行政の対応、障がい者への理解 

・避難所での情報が声か音であること 

・いつ訪れても情報がある環境がほしい 

・PC要約筆記があると良い 

・低年齢からの福祉教育の不足 

改善のために具体的に必要な取り組み 

・相談窓口の充実（とくに中高生の保護者の相談先が少ない） 

・市民参加型の講演に手話通訳、PC通訳をつける 

・行政による他市の視察 

・ペアレントメーター、ペアレントトレーニングの充実 

・避難所に見える情報・コミュニケーション支援ボードの設置 

市
民 

良いところ 困りごと 

・関わろうという思いのある人がいる ・交流の機会が少ない 

・他の団体との交流がない 

・行動に起こしづらい 

改善のために具体的に必要な取り組み 

・一人ひとりに合わせた塾 

・ボランティア団体の認定条件を決める 

・自ら動く 

・行政が市民団体の情報を把握する 

・３歳児健診で、サービスや団体の紹介の場を設置 

・市民へのワークショップを土日に開催する 
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第 ３ 章 

基本方針と基本目標 
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１ 基本理念 
 

本市では、障害者基本法の理念を踏まえ、障がいのある人もない人も地域でともに学び、生

活し、そして支えあう共生社会の実現を推進するため、「障がいのある人もない人も、ともに育

み支え合う地域社会の実現」を清須市障害者基本計画の基本理念としてきました。 

本計画では、前期計画を踏まえた上で、地域でともに支えあって暮らす共生社会の実現をよ

り具体的に推進していくため、「障がいのある人もない人も、地域でともに育み支えあう共生社

会の実現」を基本理念とします。 

この基本理念に基づいて、３つの横断的な基本方針、１１個の基本目標を定め、各分野の施策

を展開していきます。また、障害福祉計画・障害児福祉計画においても、この基本理念に基づき、

７つの基本方針を定め、障害福祉サービス等を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

２ 基本方針 
 

 
１ 障害者計画の基本方針 

 

第４期清須市障害者計画では、基本理念の実現のため、各分野に共通する横断的な考え方と

して「地域での理解」「地域での共生」「地域での安心」の大きく３つの基本方針を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

― 基本理念 ― 

障がいのある人もない人も、 

地域でともに育み支えあう共生社会の実現 

地域での共生 

障がいのある人もない人も 
支えあう共生のまちづくりを 

推進します 

地域での理解 

障がいのある人に対する 
あらゆる差別を解消し、 

理解促進・配慮を充実します 

地域での安心 

それぞれの障がい特性等に 
配慮しながら、障がいの 

ある人が安心して暮らせる 
総合的かつ分野横断的な 

地域での支援体制づくりを 
推進します 

基本方針１ 

 

基本方針２ 

 

基本方針３ 
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２ 障害福祉計画・障害児福祉計画の基本方針 

 

第７期清須市障害福祉計画・第３期清須市障害児福祉計画では、障害者計画との整合性を図

りつつ、障がいのある人が自分らしい日常生活や社会生活を営むことができるように定めた障

害者総合支援法及び児童福祉法の理念に基づき、計画の推進を図ります。 

 
 

基本方針１   障がいのある人の自己決定の尊重と意思決定の支援 
 

共生社会の実現のため、障がいのある人などの自己決定を尊重し、その決定の支援に配慮

するとともに、自立と社会参加の実現を図ることを目的に、障害福祉サービスなどの提供体

制の整備を進めます。 
 

 

基本方針２   障がい種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施 
 

障害福祉サービスの対象となる障がいのある人などの範囲を、身体障がい、知的障がい及

び精神障がいのある人並びに難病患者などとし、サービスの充実を図ります。 

発達障がいのある人及び高次脳機能障がいのある人については、精神障がいに含まれるも

のとして、法に基づく給付の対象になっていることの周知を図ります。また、難病患者などに

ついても引き続き法に基づく給付の対象になっていることを踏まえ、今後も周知を図りつつ、

支援を明確化し、専門機関の意見を踏まえた計画策定を行います。 
 

 

基本方針３   施設入所・入院から地域生活への移行、地域生活継続の支援、就労支

援等の課題に対応したサービス提供体制の整備 
 

施設入所や入院から地域生活への移行、地域生活の継続支援、就労支援などの課題への対

応や、障がいのある人などの生活を地域全体で支えるため、適切に意思決定支援を行いつ

つ、地域の社会資源を最大限に活用し、サービス提供体制の整備を進めます。 
 

 

基本方針４   地域共生社会の実現に向けた取組 
 

地域共生社会の実現に向け、地域住民が主体的に地域づくりに取り組むための仕組みづく

り、地域の実情に応じた制度の縦割りを超えた柔軟なサービスの確保などに取り組むととも

に、地域の実態を踏まえながら包括的支援体制の構築を推進します。 
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基本方針５   障がいのある児童の健やかな育成のための発達支援 
 

障がいのある児童のライフステージに沿って地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労

支援など関係機関が連携を図り、切れ目ない一貫した支援を提供する体制の構築を図ってい

きます。 

また、人工呼吸器を装着している障がいのある児童、その他の日常生活を営むために医療

を要する状態にある医療的ケア児について、各関連分野が協働する包括的な支援体制のも

と、支援を円滑に受けられる体制づくりを目指していきます。 
 

 

基本方針６   障害福祉人材の確保・定着 
 

障がいのある人の重度化・高齢化が進む中においても、将来にわたって安定的に障害福祉

サービス等を提供していくために、専門性を高めるための研修の実施、多職種間の連携の推

進、障害福祉の現場が働きがいのある魅力的な職場であることの積極的な周知・広報等によ

る人材の確保・定着を行うとともに、職場におけるハラスメント対策、事務負担の軽減、業務

の効率化を推進します。 
 

 

基本方針７   障がいのある人の社会参加を支える取組定着 
 

障がいのある人が地域でいきいきと安心して健康的に暮らすことができる社会を目指し、

多様なニーズを踏まえ、文化芸術の鑑賞、創造や発表等の多様な活動に参加する機会の確保

等を通じて、障がいのある人の個性や能力の発揮及び社会参加の促進を図ります。 

また、視覚障がい者等の読書環境の整備、障がい特性に配慮した意思疎通支援や支援者の

養成、障がい当事者による ICT 活用を計画的に推進します。 
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３ 基本目標 
 

本市の第４期清須市障害者計画・第７期清須市障害福祉計画・第３期清須市障害児福祉計画

の基本理念及び基本方針を踏まえ、次の 11 個の基本目標を設定します。 

 

基本目標１ 啓発・理解促進 

障がいのある人もない人も、お互いの個性を尊重し、支えあう住みよい

まちづくりを進めていくため、広報などで啓発活動や幼い頃からの福祉

教育を促進します。 
 

基本目標２ 差別の解消と権利擁護 

障害者差別解消法の広報・啓発を図り、障がいを理由とする差別の解消

に向けた取組を推進します。また、権利擁護のための障害者虐待防止法

の広報・啓発や虐待防止及び養護者に対する支援、成年後見制度・日常

生活自立支援事業の周知と利用を促進します。 
 

基本目標３ 生活環境の整備 

障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らしていくことができ

るよう、グループホームの確保や公共施設・道路・公共交通機関でのバリ

アフリー化、移動支援など、障がいのある人に配慮あるまちづくりを推

進します。 
 

基本目標４ 情報アクセシビリティの向上 

障がいのある人が情報の取得や意思疎通を円滑に行うことができ、あ

らゆる分野の活動に参加することができるよう、情報提供の充実を図り、

多様な媒体による発信やコミュニケーションツールの充実、意思疎通支

援の人材育成を行います。 
 

基本目標５ 防災・防犯 

障がいのある人が地域で安全・安心に暮らすためには、防災・防犯対策

が重要です。防災については、地域防災計画や避難行動要支援者避難

支援プランに基づいて、災害時の地域における体制づくりを進めていき

ます。 

  

施策の方向性 

施策の方向性 

施策の方向性 

施策の方向性 

施策の方向性 
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基本目標６ 地域交流 

市民、ボランティア、ＮＰＯ、事業者、社会福祉協議会、関係団体などへの

支援を通して地域交流や地域活動を活性化し、障がいのある人を支え

るネットワークづくりを進めていきます。 
 

基本目標７ 生活支援 

障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らすため、障がいの特

性や状態に応じた障害福祉サービスや障害児通所支援サービス、地域

生活支援事業の充実を図ります。また、障がいのある人に切れ目のない

支援を提供できるよう、障がいのある本人やその家族への相談支援な

どの充実を図ります。 
 

基本目標８ 保健・医療 

障がいのある人の高齢化や重度化を見据えて、保健・医療サービスの充

実を進めていきます。また、入所、入院中の障がいのある人が安心して

地域での生活に移行し、暮らすことができる環境整備を進めていきます。 
 

基本目標９ 療育・保育・教育 

障がいの早期発見のために、乳幼児健康診査などの母子保健事業の充

実を図ります。また、妊娠期から学齢期までの各ライフステージに応じ

た一貫性のある支援を展開していきます。日常的に医療的ケアを必要と

する子どもやその家族については、ニーズの把握に努め、適切な支援に

取り組んでいきます。 
 

基本目標 10 就労 

障がいのある人がその適性や能力に応じた就労をし、地域で自立した

生活を送ることは障がいのある人自身の生きがいづくりにもつながり

ます。障がいの特性や状態を踏まえて、その人に合った就労ができるよ

うに、就労環境づくりを進めると同時に、情報提供を行っていきます。 
 

基本目標 11 生涯学習、スポーツ・レクリエーション活動 

生涯学習、スポーツ・レクリエーション活動によって、障がいのある人の

生活の充実、生きがいづくりにつなげるため、障がいのある人が生涯学

習やスポーツなどへの参加しやすい環境づくりを進めていきます。 

  

施策の方向性 

施策の方向性 

施策の方向性 

施策の方向性 

施策の方向性 

施策の方向性 
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４ 計画の体系 
 

基本方針 基本目標 施策の方向性 

１ 

地
域
で
の
理
解 

 
 

２ 

地
域
で
の
共
生 

 
 

３ 

地
域
で
の
安
心 

１ 啓発・理解促進 
① 啓発と情報発信 

② 福祉教育の推進 

２ 差別の解消と権利擁護 

① 差別解消の基盤 

② 虐待防止 

③ 権利擁護 

３ 生活環境の整備 

① 住まい 

② 公共施設等のバリアフリー 

③ 移動 

４ 情報アクセシビリティの向上 
① 情報バリアフリー 

② 支援人材の確保・充実 

５ 防災・防犯 
① 防災 

② 防犯 

６ 地域交流 

① 交流促進 

② ボランティア等支援人材育成 

③ 当事者団体活動支援 

７ 生活支援 

① 相談 

② 障害福祉サービス等の充実 

③ 対象別の支援 

④ 各種経済支援の充実 

８ 保健・医療 

① 健康づくり 

② 医療にかかりやすくする支援 

③ リハビリ 

９ 療育・保育・教育 

① 療育 

② 保育 

③ 教育 

④ 医療的ケア児 

10 就労 
① 民間への働きかけ 

② 福祉的就労 

11 生涯学習、スポーツ・レクリエーション活動 

① 生涯学習 

② スポーツ 

③ 文化・芸術 
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第 ４ 章 

障害福祉施策の展開 

（第４期清須市障害者計画） 
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１ 啓発・理解促進 
 

 
１-１ 啓発と情報発信 

 

現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の方向性 

 

 

 

 

主な取り組み 

 

取り組み名 内容 担当課 

①   

➁   
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第 ５ 章 

障害福祉サービスの提供体制 

（第７期清須市障害福祉計画・ 

第３期清須市障害児福祉計画） 
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１ 障害福祉計画の成果目標 
 

令和８年度の成果目標については、国の基本指針及び前期計画の進捗状況を踏まえて設置し

ました。 

 

 
(1) 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

 

■ 前期計画の進捗状況 

【前期目標】 令和４年度末の施設入所者数：  人、地域移行者数：  人 

項目 目標値 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

施設入所者数 34人 人 人 人 

地域移行者数 ３人 人 人 人 

（各年度末時点） 

《成果目標》 

国の基本指針 

項目 現行 改正内容 

福祉施設から地

域生活への移行 

令和元年度末時点の施設入所者数

の６％以上を地域生活へ移行 

令和４年度末時点の施設入所者数

の６％以上を地域生活へ移行 

施設入所者数の

削減 

令和５年度末の施設入所者数を令

和元年度末時点の施設入所者数か

ら 1.6％以上削減 

令和８年度末の施設入所者数を令

和４年度末時点の施設入所者数から

５％以上削減 

 

 

 

■ 福祉施設の入所者の地域生活への移行の目標 

項目 数値 

令和４年度末時点の入所者数（Ａ） 人 

令和８年度末の入所数見込 人 

福祉施設から地域生活への移行 

【目標値】 

福祉施設から地域生活への移行者数（Ｂ） 
人 

移行率（Ｂ／Ａ） ％ 

施設入所者数の削減 

【目標値】 

施設入所者の削減数（Ｃ） 
人 

削減率（Ｃ／Ａ） ％ 
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２ 障害福祉サービスの見込量と確保の方策 
 

 

３ 地域生活支援事業の見込量と確保の方策 
 

 

４ 障害児福祉計画の成果目標 
 

 

５ 障害児支援事業の見込量と確保の方策 
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第 ６ 章 

計画の推進体制 
 

 

 

 

  



49 

 
 

１ 計画の推進にあたって 
 

 

 
 

２ 計画の推進体制の整備 
 

 

 
 

３ 計画の達成状況の点検・評価 
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資料編 
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１ 計画策定の経緯 
 

 

 

 

２ 清須市保健福祉策定委員会設置要綱・名簿 
 

 

 

 

３ パブリックコメントの結果 
 

 

 

４ 用語解説 
 

 


